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千代田キャンパス 

区民公開講座【無料】／後援：千代田区 

「千代田区の身近な周辺環境の取組みについて―生活環境条例―」レポート 
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

■ 講座概要  
 
◆タイトル 

「千代田区の身近な周辺環境の取組みについて―生活環境条例―」 

◆講座内容・講演者 

１ 「生活環境条例の制定と取り組み状況について」        講演者：千代田区環境安全部安全生活課生活環境係長 

２ 「路上喫煙対策における現場での取り組みについて」     講演者：千代田区環境安全部安全生活課路上喫煙対策主査 

３ 「放置自転車対策（ルール、マナー、思いやり）について」   講演者：千代田区環境安全部安全生活課路上障害物対策係 

◆対象 
千代田区民、そのほか一般の方 

 

■ 参加者の声 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

○千代田区の取組み内容とその成果について、また区民の方の今後取り組んでほ

しいことについて話が聞けて良かったです。 

○千代田区の地域特性について、昼夜の人口差に驚きました。 

○過料・罰金等の違いや自転車及び歩行者専用標識も知ることができ、勉強になり

ました。 

○路上喫煙が条例で禁止されていることを初めて知りました。私が住んでいる街で

も路上喫煙が条例で禁止されれば、住みやすいきれいな街になるのだろうと感じま

した。自転車のマナーについても、詳しく学ぶことが出来て、大変参考になりまし

た。本日はありがとうございました。 

○これからもマナーを守って、モラルのある喫煙者であろうと思いました。 

ＬＥＣ大学千代田キャンパスにおいて、2011年1月7日（金）区民公開講座「千代田

区の身近な周辺環境の取組みについて―生活環境条例―」を実施いたしました。 

本講座では、千代田区の生活環境整備事業に焦点を当て、条例の制定過程や制

定後の活動状況などの取り組みを実際に担当されている千代田区職員をお招きし、

お話いただきました。 

当日は、一般の方を含め、約 50 名の方にご参加いただき、身近な暮らしの中での

問題ということもあり、みなさま真剣に耳を傾けていらっしゃいました。 

 
参加者からの質問にもお答えいただきました。 

【講師からのコメント】 
○今、公共の場所でのマナーが問われています。たばこ以外にも、歩きながらの電話やメール、違法な駐輪など事故に繋がる

可能性もあります。路上喫煙禁止のような罰則が出来るかどうかは、皆さんの行動にかかっています。一人ひとりの小さな行動

が、大きな生活環境の改善に繋がることを期待しています。（生活環境係） 

○路上喫煙の取り締まりについて紹介する場はあまりないので、このような機会をいただきありがとうございました。この講座を 
受講した皆様方が、今まで以上に周辺環境に関心を持ち、生活環境向上に向けた取り組みに参加していただければうれしく 
思います。（路上喫煙対策主査） 

○千代田区にかかわるみなさんがこの講座を通じ、「放置自転車対策」についての理解を深め、安全で安心な歩行環境づくりを

考える契機となれば幸いです。最後まで、熱心にご拝聴いただきありがとうございました。（路上障害物対策係） 

千代田区の取り組みについてのビデオを 
見ながらご説明いただきました。 


